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事実の概要

　訴外Ａ株式会社は、建築工事の請負等を目的と
し、会社法上の公開会社かつ大会社である。Ｙ（債
務者）は、Ａ社の代表取締役である。
　Ｘ（債権者）は、Ａ社の取締役であり、6か月
前から引き続きＡ社の発行する株式を保有してい
る。Ｘおよび訴外Ｂ（Ａ社の前取締役兼代表取締役）
は、令和 2年 2月 14 日付けで、Ａ社に対し、Ｘ、
Ｂ外 9名を取締役に選任する旨の提案権を行使
した。
　同年 3月 5日、Ａ社の取締役会は、会社法 298
条 1 項各号記載の事項について決議し（本件定時
総会招集決議）、同年 4月 1 日に、Ａ社は本件定
時総会招集決議に基づき、定時株主総会（本件定
時総会）の招集通知等に記載された情報に係る電
磁的記録を同社のウェブサイトで公表した。本
件定時総会の日時は「2020 年 4 月 23 日（木曜
日）午前 10 時より」、場所は「大阪市α区β×
丁目×番△△号Ｃホテル大阪　2階　ローズルー
ム」（ホテル大宴会場）と記載されており、取締役
12 名選任の件（Ｙ外 11 名の候補者を取締役に選任
する旨の議案）、取締役 11 名選任の件（Ｂ、Ｘ外 9
名の候補者を取締役に選任する旨の議案）等の決議
事項が列挙されていた。同月 6日、ＹはＡ社の
代表取締役として、株主に対し、本件定時総会の
招集通知等に係る書面を発送した。
　かかる状況の下で、新型インフルエンザ等対策
特別措置法の一部を改正する法律（特措法）32 条
1項に基づき、新型コロナウイルス感染症による

新型インフルエンザ緊急事態が発生した旨および
一定の事項が公示された（緊急事態宣言）。大阪府
知事は、特措法 24 条 9 項に基づき、一定施設に
対して、令和 2年 4月 14 日から同年 5月 6日ま
で、基本的に休止を要請した。
　これを承けたホテル休業により、同年 4月 13
日、ホテル大宴会場での本件定時総会開催は事実
上困難となった。Ｙは、同月 15 日、Ａ社の代表
取締役として、本件定時総会の開催場所を大阪市
α区β×丁目×番▽▽号ｄ……35 階（35 階ビル
フロア。床面積はホテル大宴会場と大差ない）、開始
時刻を午前 10 時 30 分に変更し（本件変更）、「第
69 回定時株主総会　開催場所・開始時刻変更等
について」と題する電磁的記録をＡ社のウェブサ
イトで公表した（本件公表）。
　ＸはＹに対し、本件変更は招集手続に関する法
令（会社法 298 条 1 項 1 号、4 項、299 条）に違反
したＹの違法行為であり、本件変更を前提に本件
定時総会を開催することはＹのＡに対する善管注
意義務違反の違法行為であると主張し、会社法
360 条 3項において読み替えて適用する同条 1項
に基づく差止請求権を被保全権利として、本件定
時総会の開催禁止を求める仮処分命令を申し立て
た。

決定の要旨

　「会社法上、株主総会を招集するに当たり、取
締役会で定めた会社法 298 条 1 項所定の事項を
変更しようとする場合の要件や手続につき、明文
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の規定はない。……
　もっとも、……本件定時総会招集決議を執行す
べきＹその他Ａ社の代表取締役の権限の範囲は、
本件定時総会招集決定の合理的解釈によって画定
されるものというべきである。招集通知……の最
初の頁には、新型コロナウイルス感染症への対応
として、『本定時株主総会運営に変更が生じた場
合には、以下のウェブサイトに掲載いたしますの
で、ご出席の際にはご確認ください。』という一
文が明記され、参照先の URL が記載されていた
のであるから、本件定時総会招集決定は、新型コ
ロナウイルス感染症の動向いかんによっては定時
株主総会の運営に変更があり得ることを前提とし
ていたことが明らかであり、変更をおよそ許容し
ない趣旨と解することはできない。」
　「Ｙ限りで株主総会の日時及び場所を変更する
ことの可否等も、本件定時総会招集決議の解釈に
より決せられることとなる。もとより、本件定時
総会招集決議を執行するに当たり、株主の議決権
行使が妨げられることとなるような恣意的な変更
を許容する趣旨と解することはできないが、少な
くとも本件のように、Ｙが、当初予定していたホ
テル大宴会場の使用が事実上不可能になったこと
……に伴い、代替会場として、隣接する高層ビル
の 35 階をフロアごと確保し、これに伴い、35 階
空きフロアへの移動時間を考慮して開始時刻を
30 分繰り下げる範囲で本件定時総会の開始時刻
及び場所を変更するにとどまる本件変更は、本件
定時総会招集決議の執行の域を逸脱するものとま
ではいえない。」
　「Ｘは、……Ｙが自己の保身等のために本件定
時総会開催を強行しようとするものであるかのよ
うに主張する……。
　しかし、……Ｙは、本件定時総会招集決議の趣
旨に沿って事務を執行すべき義務を負うことが出
発点となるから、本件定時総会招集決議の内容を、
Ｙ限りで否定すべきことを求める法的義務を負わ
せることは困難である……。
　仮に、緊急事態宣言が、株主総会の開催自体を
決定的に左右する事情変更と一般的に評価されて
いるといえるのであれば、Ｙに対し、……本件定
時総会に関し、流会、延会や継続会を含めた時宜
に応じた柔軟な業務を執行可能とする授権を得る
ことに向けて尽力すべき義務について検討する余
地がある。しかし、……Ａ社取締役会も、取締役

候補者選任をめぐっては鋭く対立しているもの
の、緊急事態宣言前後を通じて、本件定時総会を
開催する方向で異論なく準備を進めてきたと認め
られるのであり、それまでのＹの認識と前提を
全く異にする義務を肯定することは困難である
……。
　よって、本件仮処分命令申立ては、被保全権利
の疎明を欠くものとして、……理由がない。」

判例の解説

　一　本決定の意義
　本件は、Ａ社株主であるＸが同社代表取締役Ｙ
に対し、会社法 360 条 3項・1項に基づく差止請
求権を被保全権利として、本件定時総会の開催禁
止を求めて仮処分命令の申立てをした事案であ
る。Ａ社は公開会社であり、Ｘは同社の株式を 6
か月前から引き続き有することから、同条 1項
にいう株主に該当する。また、本条にいう「法令」
には、具体的な会社法規定の違反にとどまらず、
取締役の善管注意義務違反といった一般的な会社
法規定違反も含まれると解されている１）。
　本件においてＸは、①招集通知後に株主総会の
日時および場所を変更したこと、および②取締役
会決議によらないで当該変更をしたことは招集手
続に関する会社法の規定に違反し、違法であり、
③当該変更を前提とした本件定時総会開催につい
てＹの善管注意義務違反が認められると主張した
が、いずれの違反もないとされた。
　本決定は、公表裁判例として初めて、招集通知
発出後に取締役会決議によらずに代表取締役限り
で株主総会の日時および場所を変更することの可
否は、本件定時総会招集決定（決議）の合理的解
釈により決せられるとした点に意義がある。
　今後も新型コロナウイルスの感染状況いかんに
よっては、開催場所や開始時刻の変更が余儀なく
されることが予想される。本決定は、いかなる事
情の下でかかる変更が許容されるのかについて具
体的な判断を示したものとして、実務上参考とな
る。
　以下では、株主総会の日時および場所を変更す
ることの可否について、関連する裁判例と学説を
整理した上で、本決定の各争点について検討す
る。
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　二　株主総会の日時および場所を変更すること
　　　の可否――裁判例と学説の状況
　会社法 298 条 1 項所定の事項を変更しようと
する場合の要件や手続について、会社法は何ら規
定を置いていない。学説上、株主総会の招集通知
を発した後に日時、場所を変更するためには、招
集手続に準じて招集権者が変更の決議をし、全て
の株主にその旨の通知をすることを要し、その通
知は先に通知された総会の会日より先に株主に到
達することが必要であると解されている２）。もっ
とも、代表取締役が取締役会決議を経ずに総会招
集延期（正確には撤回）の通知を発したときには、
適法な通知の外観（通知の名義人が代表取締役と
なっていること）への信頼を保護すべく、外観主
義の立場から当該通知は有効であるとする裁判例
（裁判例①）３）がある。
　また、多くの学説は、招集通知を発した後から
会日到来前の開催場所の変更、さらには総会当日
の変更についても、正当な理由があり、かつ変更
について株主に対する適切な周知方法がとられれ
ば、かかる変更が許されると解している４）。裁判
例の中にも、株主総会の開催場所の指定は、株主
に対し総会出席の機会を確保することにあるとし
た上で、上記学説と同様な判断を示したもの（裁
判例②）５）がみられる。ただし、やむを得ない事
情がないにも関わらず、招集者が任意に会場を変
更することは許されないとし、株主総会招集通知
に記載した場所と異なる場所で開催された株主総
会での定款変更決議は不存在であるとされた事
例６）がある。やむを得ない事情として、会場の
物理的な使用不可能や近隣の火災による会場への
入場困難等が挙げられる７）。
　開催日時の変更、とりわけ開催時刻の繰り下げ
については、短時間（10分程度）遅らせることは、
株主の権利行使を妨げるものではないことから可
能であるとされる８）。電車の事故等で、予想され
る出席株主がきわめて少ない場合、常識的な程度
（30分から 1時間程度）で開催時刻を遅らせること
も差し支えない９）。ただし、開催時刻を長時間遅
らせることは、株主の臨席を困難にすることから
許されないと解されている 10）。

　三　本決定の争点の検討
　１　争点①――招集通知後に株主総会の日時
　　　および場所を変更したこと自体の違法

　争点①につき、本決定は、本件定時総会招集決
議を執行すべきＹその他Ａ社の代表取締役の権限
の範囲は、本件定時総会招集決定の合理的解釈に
よって画定されると判示した。その上で、招集通
知の最初の頁に「本定時株主総会運営に変更が生
じた場合には、以下のウェブサイトに掲載いたし
ますので、ご出席の際にはご確認ください。」と
の一文と参照先の URL が記載されていたことか
ら、本件定時総会招集決定は、新型コロナウイル
ス感染症の動向いかんによっては定時株主総会の
運営に変更があり得ることを前提としていたこと
が明らかであり、変更をおよそ許容しない趣旨と
解することはできないと結論づけた。
　上記の一文や URL の記載に照らせば、Ａ社取
締役会は、新型コロナウイルスの感染拡大により、
総会前に開催日時や場所の変更が生じる可能性が
あることを想定していたとみるのが自然であり、
それらの変更を許容した上で招集決定をしたと解
すべきであろう。
　本決定は、これらの記載を重視し、争点①に係
るＸの主張を排斥したと考えられる。ただし、会
場が事実上使用できなくなった日から総会日まで
日数に若干余裕があることからすれば、取締役会
を開催する等して、変更の可否を慎重に判断する
ことも可能であったように思われる。

　２　争点②――取締役会決議によらずに株主
　　　総会の日時および場所を変更した違法
　争点②について検討するに、本件では、本件定
時総会の日時および場所の変更（本件変更）につ
いて取締役会決議がされていないものの、Ｙは、
Ａ社のウェブサイトで本件変更を公表（本件公表）
している。もっとも、本件公表をもって株主に周
知がなされていたといえるか否かは明らかにされ
ていない。本決定は、裁判例①にいう適法な通知
の外観の有無あるいは裁判例②にいう株主に対す
る適切な通知の有無という判断枠組みによらず
に、Ｙ限りで本件変更をすることの可否は本件定
時総会招集決議の解釈により決せられると判示し
たものといえる。
　その解釈にあたり、本決定は、株主の議決権行
使が妨げられることとなるような恣意的な変更を
許容する趣旨と解することはできないとする。も
とより、開催日時、場所の指定の趣旨が総会出席
の機会の確保にある 11）ことからすれば、そうし
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た機会を奪うような変更も許されないと解すべき
である。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大
を防止するために必要な入場制限は認められよ
う 12）。
　それでは、本件変更は許容されるか。本決定
は、①ホテル大宴会場の使用が事実上使用不可能
になったこと、②代替会場として、隣接する高
層ビルの 35 階をフロアごと確保したこと、③ 35
階空きフロアへの移動時間を考慮して開始時刻を
30 分繰り下げたことに着目し、本件変更は、本
件定時総会招集決議の執行の域を逸脱するもので
はないと結論づけた。
　①は、緊急事態宣言を承けた大阪府知事による
一定施設の利用休止の要請に起因するものである
から、本件における会場の変更はやむを得ない必
要な措置であり、正当な理由があるといえる。②
についても、株主が変更前の会場を訪れたとして
も、会場間の移動は容易であり、また、感染症の
拡大を防止するために入場制限が許容され得るこ
とに照らせば、少なくとも変更前の会場の床面積
と大差ない代替会場が用意されている以上、開催
場所の変更は適切なものであったといえる。③は、
会場間の移動時間を考慮したという合理的理由に
基づくものであり、二で述べた電車事故等の場合
と同様に、30 分程度の繰り下げは認められてよ
かろう。
　以上のように、本件変更は、新型コロナウイル
スの感染拡大という特殊な状況の下でのやむを得
ない措置（①）であり、その態様も適切であると
いえ（②、③）、株主に公表されていることを併
せ考えれば、議決権行使が妨げられるような恣意
的な変更とはいえず、許容されると解する。した
がって、争点②についての判旨は首肯し得る。

　３　争点③――Ｙの善管注意義務違反の有無
　Ｘは、Ｙが自己保身等のために本件定時総会開
催を強行しようとしていることは善管注意義務に
違反すると主張した。これに対し、本決定は、Ｙ
は本件定時総会招集決議の趣旨に沿って事務を執
行すべき義務を負うことが出発点となるから、当
該決議の内容を、Ｙ限りで否定すべきことを求め
る法的義務を負わせることは困難であり、また、
Ａ社取締役会も取締役候補者選任をめぐり対立し
ているものの、本件定時総会を開催する方向で異
論なく準備を進めてきたと認められ、流会等、時

宜に応じた柔軟な業務を執行可能とする授権を得
ることに向けて尽力すべき義務を肯定することは
困難であると判示し、Ｘの主張を排斥した。
　この判示部分から、本決定は、本件定時総会招
集決議の趣旨は、流会等の措置を講じることでは
なく、新型コロナウイルス感染症の動向に照らし、
Ｙが本件変更を前提として本件定時総会を開催す
ることにあると解し、その趣旨に沿って事務を執
行する以上、Ｙには善管注意義務違反は認められ
ないと結論づけたように読める。本件定時総会招
集決議の趣旨をこのように解することは、本決定
が、本件変更が本件定時総会招集決議の執行の域
を逸脱するものとはいえないとしたこととも整合
的である。総会開催に向けて感染症拡大の防止策
を慎重に講じる必要はあるものの、本件変更が違
法とはいえない以上、少なくとも、Ｙが本件変更
を前提に本件定時総会を開催しようとすることに
善管注意義務違反は認められないとしたことは妥
当であると考える。
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